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令和６年度スケートボードパークを核としたまちづくり事業支援業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務の概要 

（１）業務の名称 

    令和６年度スケートボードパークを核としたまちづくり事業支援業務 

（２）業務の目的 

    当事業は本市におけるスケートボードの機運の高まりを絶好の好機と捉え、「スケボーのまち」

実現に向け、スケートボードのさらなる魅力向上・発信を行い、本市の認知を高め市外から若者

世代を中心とした人の呼び込みを図るとともに、周辺産業の創出及び市全体へ経済効果をもたら

すことで、本市が“選ばれるまち”としての持続的な発展につなげることを目的とする。 

（３）業務の内容 

    「令和６年度スケートボードパークを核としたまちづくり事業支援業務委託仕様書」（以下「仕

様書」という。）による。 

（４）履行期間  

契約締結日から令和７年 3 月 31 日まで 

（５）委託金の上限額 

    70,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額含む。） 

     

２．参加資格 

  本プロポーザルに参加しようとする事業者は、次の全ての要件を満たす者でなければならない。 

（１） 松原市競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。 

（２） 本実施要領に基づく公募型プロポーザル参加申込書の提出期限から候補者選定の日までの間に 

松原市から入札参加停止措置を受けていないこと。 

（３） 地方自治法施行令（昭和22 年政令第 16 号）第167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

（４） 松原市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 36 号）で規定する暴力団等でないこと。 

（５） 仕様書に基づく業務を行うことができること。 

（６） 破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てがなされている者でな

いこと。 

（７） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でな 

いこと。ただし、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者は、更生手続開始の申立てがな 

されなかった者とみなす。 

（８） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でな 

いこと。 

（９）2 つ以上の事業者が共同事業体を結成して申請する場合は、上記（1）から（８）の条件を満た 

す事業者同士の場合とし、かつ、以下の要件も満たさなければならない。 

①  構成員は、共同事業体の代表者となる事業者を決め、代表者は、全体の意思決定、管理運営 

等に全ての責任を持つこと。 
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   ② 参加申請以後における、代表者及び構成員の変更がないこと。 

   ③ 代表者とならない構成員にあっては、代表者に代表権を委任する旨が記載されている委任状 

を提出していること。 

   ④ 参加申請時に共同事業体の協定書の写しを併せて提出すること。なお、協定書には、構成員 

    の役割分担及び活動割合が詳細かつ明確に記載されていること。 

   ⑤ 単独で参加した事業者は、共同事業体の構成員となっていないこと。 

   ⑥ 各構成員は、複数の共同事業体の構成員となっていないこと。 

 

３．スケジュール 

令和６年 4 月１８日（木） 公募型プロポーザル公表、質問受付開始、参加申込受付開始 

令和６年４月２５日（木） 質問受付締切 

令和６年５月２日（木） 質問回答 

令和６年 5 月１７日（金） 参加申込・企画提案書等提出締切 

令和６年 5 月２１日（火）頃予定 プレゼンテーション審査 

令和６年５月２７日（月）頃予定 審査結果通知  

令和６年５月３１日（金）頃予定 委託契約締結 

 

 

４．質問及び回答 

（１）質問の提出方法 

  仕様書の内容及び企画提案書等の提出に関する参加者の質問は、質問票（様式 6）に必要事項を記 

入し、下記送信先まで電子メールに添付して提出すること。電子メールの表題は「プロポーザルに関 

する質問（事業者名）」とし、電子メールを送信した際は、市担当者にその旨を電話連絡すること。 

尚、電子メール以外での質問（電話による問い合わせ等）については回答しない。 

<送信先> 

松原市市長公室企画政策課メールアドレス：soukei@city.matsubara.osaka.jp 

（２）質問期限 

  令和６年４月２５日（木） 午後 5 時 

（３）回答 

  提出された質問に対する回答については、令和６年５月２日（木）までに松原市ホームページ 

に掲載するものとする。ただし、質問の内容によってプロポーザル方式による業務委託先選定に公平 

性が保てないと判断した場合には回答しない。 

 

５．参加申込 

（１）提出書類 

  本プロポーザルの参加申込者（以下「参加申込者」という。）は、次の書類（以下「参加申込書類」 

という。）を正本 1 部、副本 1 部及び電子媒体（DVD-R 等）１部提出すること。 

   ※提出された書類等は返却しない。 

 ① プロポーザル参加申込書（様式 1-1 または様式 1-2） 

   ※単独法人の場合は様式 1-1、共同事業体の場合は様式 1-2 

mailto:soukei@city.matsubara.osaka.jp
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 ② 会社概要書（様式 2） 

   ※会社パンフレット等も添付すること。（共同事業体の場合は、代表者及び構成員全者分を添

付すること） 

 ③ 企画提案書（様式 3） 

 ④ 企画提案資料（任意様式） 

   以下の項目が記載された提案資料（様式は自由で A4 横版、25 頁以内（両面印刷可）で作成 

することとし、図等の使用も可とする。ただし、表紙や目次は制限枚数に含まない。） 

  ア 本業務に対する基本方針 

     本業務において事業者が「スケボーのまち まつばら」の実現に重要と考える点 

  イ 業務遂行にあたってのスケジュール等 

     事業全体像、業務遂行の流れ、スケジュール 

     変更等が生じた場合の対応策 

  ウ 本業務を実施するにあたっての運営体制 

     本業務にかかる実施体制、支援体制（社員の配置、経験年数、分担等） 

 エ 実績 

全国における同様の類似業務の実績（発注者、発注年度、件名、概要） 

  オ 実施内容 

     別添業務委託仕様書のとおり 

 ⑤ 見積書（様式 4） 

 ⑥ 見積書明細（任意様式） 

   ※共同事業体の場合は上記書類に加え、共同事業体届出書兼委任状（様式 5）及び共同事業体

協定書を提出すること。 

（２）受付期限 

   令和６年 5 月１７日（金） 午後 5 時 

（３）提出方法 

   持参または郵送（書留等確実な方法に限る）にて提出すること。 

   ※持参の場合は平日午前 9 時～午後５時の間に持参すること。 

   郵送の場合は、令和６年 5 月１７日（金）必着とする。 

（４）提出先 

   〒580-8501 大阪府松原市阿保 1 丁目 1 番 1 号 

   松原市役所 市長公室企画政策課 

（５）提出書類作成上の留意点 

  ① 様式は A4 横版とする。ただし、A4 横版による掲載が困難な場合は A3 版折込による掲載を

可能とする。（その場合は、A4 横版 2 頁分とする。） 

  ② 企画提案書は専門的な知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい内容とすること。

また、専門用語を使用するときは注釈を付すこと。 

  ③ 提出された企画提案書等は返却しない。 
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６．審査・選定 

（１）審査方法 

  「スケートボードパークを核としたまちづくり支援業務委託事業者選定委員会」（以下「委員 

会」という。）による審査（プレゼンテーション審査）を実施する。参加事業者が 1 者の場合も審査 

を行う。 

（２）審査 

  参加事業者によるプレゼンテーションを行い、提出された企画提案資料及びプレゼンテーションの 

内容について審査基準表に基づき審査する。 

①  実施日・場所 

  令和６年 5 月２１日（火）頃予定 

  ※実施する日時、場所等については別途通知する。 

 ② 提案時間  

  1 者あたり 25 分（提案時間 15 分・質疑応答 10 分） 

※出席者は 1 者（共同事業体の場合も 1 者とする。）あたり 3 名までとする。また、指定する時 

刻までに会場外の指定場所にて待機すること。 

 ③ 提案方法 

  プレゼンテーションは、提出された企画提案資料の構成の順に行うこととし、プロジェクター等 

を用いて説明することも可とする。 

※必要な機器（ＰＣプロジェクター等）は、参加者において準備すること。尚、スクリーンのみ 

本市が準備する。 

  ④ 審査基準 

   別紙「令和６年度スケートボードパークを核としたまちづくり支援業務審査基準表」（以下「審 

査基準表」という。）にて定める。 

 ⑤ 審査方法 

  契約候補者の選定は、委員会の委員が、客観的に公平かつ厳正に行うものとする。委員会は、参 

加事業者からの提案を受けて事業者ごとに次のとおり審査し、優先交渉権者の決定を行う。 

   ア 審査基準表に基づき審査を実施し、総合得点（評価項目の全項目の合計点）が最高得点の者 

を優先交渉権者として決定する。ただし、総合得点の合計が満点の 7 割以上を最低基準点と定 

め、最低基準点に満たない場合は、優先交渉権者としない。この総合得点については、最高点 

及び最低点をつけた委員の点数を除くものとする。 

   イ 総合得点が同点の者が複数いた場合は見積金額の低い者を優先交渉権者とする。 

   ウ 総合得点が同点であり、かつ、見積金額が同額の者が複数いた場合は、くじを引かせて優先

交渉権者を決定する。 

エ 総合得点の最高得点の者が契約を締結しない場合、第二位の者を優先交渉権者とする。 

⑥ 選考結果の通知について 

   令和６年５月２７日（月）頃（予定）に、全参加事業者に対し、電子メールにて最高得点の事業

者名及びその総合得点と提案者自身の総合得点を通知するものとする。尚、採点方法・内容など

結果についての一切の問い合わせは受け付けない。 
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７．参加申込者の失格に関する事項 

 参加申込者が下記のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

（１）実施要領に定める参加資格を満たさない場合 

（２）実施要領に定める手続きを遵守しない場合 

（３）提出物に虚偽の記載をした場合 

（４）提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く） 

（５）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（６）見積書に関し、委託上限額を超える金額を提案した場合 

 

８．契約 

  優先交渉権者から示された企画提案資料及び見積書の内容を業務委託内容の基本とし、業務仕様及 

び契約の詳細を協議の上、受託者を決定し、地方自治法、地方自治法施行令及び松原市契約規則に基 

づき業務委託契約を締結するものとする。 

 

９．その他 

（１）本事業を受託しようとする場合は、仕様書及び審査基準表の趣旨を理解し、提案を行うこと。 

（２）本件に関する事項について、電話または口頭による問い合わせには一切応じない。 

（３）提出された企画提案書等の書類の追加、修正及び変更は認めない。ただし、プレゼンテーション

における補足説明資料の配布については、この限りではない。 

（４）本プロポーザルに要する経費は、全て参加事業者の負担とする。 

（５）審査基準に関する質問は受け付けない。 

（６）提出された提案書等は返却しない。 

（７）本プロポーザルは 1 者の参加でも成立する。この場合、審査したうえで適当と認められる場合に

限り契約候補者とする。 

（８）本プロポーザルは受託候補者の選定を目的に実施するものであり、採用になった提案について、

協議の上、内容及び見積金額を一部変更する場合がある。 

（９）本業務は内閣府の「地方創生推進交付金」を活用し、令和 4 年 8 月 31 日から令和 7 年 3 月

31 日までを計画期間とする「地域再生計画に基づき実施する事業」であることに留意しておく

こと。
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（別紙）  
令和６年度スケートボードパークを核としたまちづくり支援業務審査基準表 

評価項目 評価内容 評価対象 ウエイト 配点 評価 

基本方針等 

 

基本方針 
業務の目的及び背景を理解したうえで、基本方針が提案

されているか 
企画提案資料ア ×１ ５ 

 

スケジュール 
業務にあたっての計画について、実現性が高く、効果的

であるか 
企画提案資料イ ×1 5 

 

運営体制 
業務を適切に進行するための担当者の数、配置、人選、

経験年数が適切か 
企画提案資料ウ ×1 5 

 

実績 
事業を適切に遂行するために必要な実績・ノウハウ等を

有しているか 
企画提案資料エ ×２ １０ 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な 

実施内容 

協議会構築・運営 
適切な協議会運営の実施方針・実施内容が計画されてい

るか 

仕様書 

５委託業務内容

（1） 

×２ １０ 

 

 

差別化された効

果的な練習環境

の試験的整備 

競技力向上及び来訪者の増加につながるデジタル技術を

試験的に導入する企画が提案されているか 

仕様書 

５委託業務内容

（２）（ア） 

×２ １０ 

 

教育機関やスポ

ーツ団体と連携

した育成環境の

構築 

市内のスケボー人口増加につながる教育機関やスポーツ

団体と連携した新たなスポーツ環境の構築にむけた企画

が提案されているか 

仕様書 

５委託業務内容

（２）（イ） 

×２ １０ 

 

スケートボード

と地域産業の連

携促進事業 

市内事業者において、スケボーを活用した事業が生まれ

る企画が提案されているか 

仕様書 

５委託業務内容

（３） 

×３ １５ 

 

「スケボーのま

ち まつばら」ま

ちづくり戦略に

基づく個別事業 

事業目的を実現するにあたり、「スケボーのまち まつば

ら」の認知度の拡大及び来訪者数の増加に資する効果的

なイベントの企画・運営が計画されているか 

仕様書 

５委託業務内容

（４） 

×３ １５ 

 

持続可能な事業

運営手法 

「スケボーのまち まつばら」まちづくり戦略に基づき、

持続可能な事業運営に向けた体制及び資金調達方法につ

いて検討されているか 

仕様書 

５委託業務内容

（５） 

×２ １０ 

 

見積金額 

下記計算式に基づき得点を算出する。 

得点=配点（5 点）×（最低見積金額/審査対象事業者の

見積金額） 

※小数点以下切り捨て 

※失格になっていない参加者の見積額を比較するものと

する 

様式 4 ― 5 

 

合計   100 点 
 

評価区分 

大変優れている：５点、優れている：４点、普通：３点、やや劣っている：２点、劣っている：１点 


